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千
葉
県
組
織
規
程
の
一
部
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改
正
す
る
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を
こ
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布
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る
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県
知
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千
葉
県
規
則
第
十
七
号 

 
 

 

千
葉
県
組
織
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

第
一
条 

千
葉
県
組
織
規
程
□
昭
和
三
十
二
年
千
葉
県
規
則
第
六
十
八
号
□
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
□ 

 
 

第
八
条
第
一
項
の
表
総
務
部
の
項
中
□
行
政
対
象
暴
力
対
策
室
□
の
下
に
□
□
業
務
サ
ポ
□
ト
セ
ン

タ
□
□
を
加
え
□
□
税
務
シ
ス
テ
ム
室
□
を
□
管
理
・
シ
ス
テ
ム
室
□
に
□
□
収
税
管
理
室
□
を
□
収

税
指
導
室
□
に
改
め
□
同
表
総
合
企
画
部
の
項
中
□
□
国
家
戦
略
特
区
推
進
室
□
及
び
□
□
土
地
利
用

政
策
班
□
を
削
り
□
同
項
政
策
企
画
課
の
目
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

産
業
拠
点
整
備
戦

略
課 

企
画
戦
略
室
□
成
田
空
港
産
業
用
地
整
備
室
□
国
家
戦
略

特
区
推
進
室
□
土
地
利
用
政
策
班 

 
 

第
八
条
第
一
項
の
表
総
合
企
画
部
の
項
地
域
づ
く
り
課
の
目
を
削
り
□
同
項
中
□
□
用
水
供
給
事
業

統
合
準
備
室
□
を
削
り
□
同
表
健
康
福
祉
部
の
項
中
□
健
康
危
機
対
策
室
□
の
下
に
□
□
感
染
症
対
策

室
□
を
加
え
□
□
□
が
ん
対
策
班
□
を
削
り
□
□
難
病
・
ア
レ
ル
ギ
□
対
策
班
□
を
□
難
病
・
疾
病
対

策
班
□
に
□
□
感
染
症
予
防
班
□
感
染
症
医
療
班
□
を
□
が
ん
対
策
班
□
に
改
め
□
同
表
疾
病
対
策
課

の
目
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

こ
ど
も
・
若
者
政

策
課 

企
画
調
整
室
□
少
子
化
対
策
室
□
こ
ど
も
・
若
者
育
成
支

援
室 

 
 

第
八
条
第
一
項
の
表
健
康
福
祉
部
の
項
中
□
法
人
指
導
班
□
こ
ど
も
未
来
室
□
を
□
保
育
士
・
法
人

指
導
班
□
に
改
め
□
□
療
育
支
援
班
□
の
下
に
□
□
障
害
児
支
援
事
業
指
定
班
□
を
□
□
看
護
師
確
保

推
進
室
□
の
下
に
□
□
県
立
養
成
施
設
支
援
室
□
を
加
え
□
同
表
環
境
生
活
部
の
項
中
□
□
子
ど
も
・

若
者
育
成
支
援
室
□
を
削
り
□
同
表
商
工
労
働
部
の
項
中
□
企
画
調
整
室
□
新
た
な
観
光
推
進
室
□
を

□
観
光
企
画
室
□
観
光
地
域
づ
く
り
推
進
室
□
に
改
め
□
□
誘
客
企
画
室
□
の
下
に
□
□
宿
泊
税
準
備

室
□
を
加
え
□
同
表
農
林
水
産
部
の
項
中
□
農
山
漁
村
発
イ
ノ
ベ
□
シ
□
ン
班
□
を
□
ア
グ
リ
ビ
ジ
ネ

ス
支
援
班
□
に
改
め
□
同
表
県
土
整
備
部
の
項
中
□
用
地
機
動
第
五
班
□
の
下
に
□
□
用
地
機
動
第
六

班
□
を
加
え
□
□
海
岸
砂
防
班
□
を
□
海
岸
整
備
班
□
に
□
□
土
砂
災
害
対
策
室
□
を
□
砂
防
室
□

に
□
□
港
湾
振
興
室
□
を
□
港
湾
戦
略
室
□
に
改
め
る
□ 

 
 

第
八
条
第
六
項
の
表
中
□
□
み
ど
り
の
愛
護
の
つ
ど
い
準
備
室
□
を
削
り
□
□
流
域
下
水
道
整
備

班
□
の
下
に
□
□
大
規
模
管
路
更
新
班
□
を
加
え
□
□
県
営
住
宅
建
設
計
画
班
□
を
□
県
営
住
宅
企
画

班
□
に
改
め
る
□ 

 
 

第
十
一
条
税
務
課
の
部
第
九
号
中
□
□
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
並
び
に
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
□
を

□
並
び
に
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
□
に
改
め
□
同
条
政
策
法
務
課
の
部
第
十
一
号
中
□
公
益
信
託
ニ
関
ス
ル

法
律
□
大
正
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号
□
に
規
定
す
る
公
益
信
託
及
び
□
を
□
公
益
信
託
に
関
す
る
法

律
□
令
和
六
年
法
律
第
三
十
号
□
に
規
定
す
る
公
益
信
託
並
び
に
□
に
□
□
に
係
る
□
を
□
及
び
公
益

信
託
に
関
す
る
法
律
附
則
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
改
正

前
の
公
益
信
託
ニ
関
ス
ル
法
律
□
大
正
十
一
年
法
律
第
六
十
二
号
□
に
規
定
す
る
公
益
信
託
に
係
る
□

に
改
め
る
□ 

 
 

第
十
一
条
の
二
政
策
企
画
課
の
部
第
十
号
及
び
第
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
□ 

 
 

十 

地
域
づ
く
り
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
な
企
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
□ 

 
 

十
一 

放
送
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
二
号
□
小
規
模
施
設
特
定
有
線
一
般
放
送
の
業
務

に
関
す
る
こ
と
に
限
る
□
□
□
地
方
行
政
連
絡
会
議
法
□
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
八
号
□
□
半

島
振
興
法
□
昭
和
六
十
年
法
律
第
六
十
三
号
□
道
路
整
備
課
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除

く
□
□
□
地
域
再
生
法
□
平
成
十
七
年
法
律
第
二
十
四
号
□
地
域
未
来
交
付
金
に
関
す
る
も
の
に

限
る
□
□
□
道
州
制
特
別
区
域
に
お
け
る
広
域
行
政
の
推
進
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
八
年
法
律

第
百
十
六
号
□
□
地
域
人
口
の
急
減
に
対
処
す
る
た
め
の
特
定
地
域
づ
く
り
事
業
の
推
進
に
関
す

る
法
律
□
令
和
元
年
法
律
第
六
十
四
号
□
等
の
施
行
に
関
す
る
こ
と
□ 

 
 

第
十
一
条
の
二
政
策
企
画
課
の
部
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

 
 

 

産
業
拠
点
整
備
戦
略
課 

 
 

一 

産
業
拠
点
形
成
に
関
す
る
施
策
の
総
合
的
な
企
画
□
立
案
及
び
推
進
に
関
す
る
こ
と
□ 

 
 

二 

産
業
用
地
の
整
備
に
係
る
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
□
企
業
立
地
課
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の

を
除
く
□
□
□ 

 
 

三 

国
土
形
成
計
画
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
五
号
□
□
首
都
圏
整
備
法
□
昭
和
三
十
一
年

法
律
第
八
十
三
号
□
□
低
開
発
地
域
工
業
開
発
促
進
法
□
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
十
六

号
□
□
国
土
利
用
計
画
法
□
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
九
十
二
号
□
国
土
利
用
計
画
及
び
土
地
利
用

基
本
計
画
の
策
定
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
□
□
□
総
合
保
養
地
域
整
備
法
□
昭
和
六
十
二
年
法
律

第
七
十
一
号
□
□
多
極
分
散
型
国
土
形
成
促
進
法
□
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
八
十
三
号
□
□
土
地

基
本
法
□
平
成
元
年
法
律
第
八
十
四
号
□
土
地
利
用
計
画
の
策
定
に
関
す
る
こ
と
に
限
る
□
□
□

地
方
拠
点
都
市
地
域
の
整
備
及
び
産
業
業
務
施
設
の
再
配
置
の
促
進
に
関
す
る
法
律
□
平
成
四
年

法
律
第
七
十
六
号
□
□
構
造
改
革
特
別
区
域
法
□
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
□
□
地
域
再

生
法
□
政
策
企
画
課
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
□
□
□
広
域
的
地
域
活
性
化
の
た
め
の
基
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盤
整
備
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
二
号
□
□
総
合
特
別
区
域
法
□
平
成
二
十
三

年
法
律
第
八
十
一
号
□
□
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
□
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
□
等
の
施
行

に
関
す
る
こ
と
□ 

 
 

四 
国
土
利
用
計
画
地
方
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
□ 

 
 

第
十
一
条
の
二
地
域
づ
く
り
課
の
部
を
削
り
□
同
条
報
道
広
報
課
の
部
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
□

第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
□
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
□ 

 
 

五 

県
内
地
域
の
ブ
ラ
ン
ド
形
成
の
推
進
及
び
魅
力
の
発
信
に
関
す
る
こ
と
□ 

 
 

第
十
一
条
の
二
水
政
課
の
部
第
十
号
中
□
□
水
道
事
業
□
の
下
に
□
□
水
道
用
水
供
給
事
業
□
を
加

え
る
□ 

 
 

第
十
二
条
健
康
福
祉
政
策
課
の
部
中
第
十
二
号
を
第
十
三
号
と
し
□
同
部
第
十
一
号
中
□
及
び
医
療

審
議
会
□
を
□
□
医
療
審
議
会
□
に
改
め
□
□
□
□
□
の
下
に
□
及
び
感
染
症
対
策
審
議
会
□
を
加

え
□
同
号
を
同
部
第
十
二
号
と
し
□
同
部
中
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
□
第
九
号
を
第
十
号
と
し
□
第

八
号
を
第
九
号
と
し
□
同
部
第
七
号
中
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
一
号
□
□
の
下
に
□
□
予
防
接
種

法
□
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
□
□
を
加
え
□
□
等
の
□
を
□
□
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症

の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
□
□
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
の
解
決

の
促
進
に
関
す
る
法
律
□
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
二
号
□
等
の
□
に
改
め
□
同
号
を
同
部
第
八
号
と

し
□
同
部
中
第
六
号
を
第
七
号
と
し
□
第
五
号
を
第
六
号
と
し
□
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え

る
□ 

 
 

五 

感
染
症
対
策
に
関
す
る
こ
と
□ 

 
 

第
十
二
条
健
康
づ
く
り
支
援
課
の
部
中
第
六
号
を
削
り
□
第
七
号
を
第
六
号
と
し
□
第
八
号
を
第
七

号
と
し
□
同
部
第
九
号
中
□
□
が
ん
対
策
基
本
法
□
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
八
号
□
□
及
び
□
□
が

ん
登
録
等
の
推
進
に
関
す
る
法
律
□
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
十
一
号
□
□
を
削
り
□
同
号
を
同
部
第

八
号
と
し
□
同
部
第
十
号
中
□
が
ん
対
策
審
議
会
及
び
□
を
削
り
□
同
号
を
同
部
第
九
号
と
し
□
同
条

疾
病
対
策
課
の
部
中
第
二
号
を
削
り
□
第
三
号
を
第
二
号
と
し
□
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
□ 

 
 

三 

が
ん
対
策
に
関
す
る
こ
と
□ 

 
 

第
十
二
条
疾
病
対
策
課
の
部
第
四
号
中
□
□
予
防
接
種
法
□
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
□
□

ハ
ン
セ
ン
病
問
題
の
解
決
の
促
進
に
関
す
る
法
律
□
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
二
号
□
□
を
削
り
□

□
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
□
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四

号
□
□
を
□
が
ん
対
策
基
本
法
□
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
八
号
□
□
が
ん
登
録
等
の
推
進
に
関
す
る

法
律
□
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
十
一
号
□
□
に
改
め
□
同
部
第
五
号
中
□
感
染
症
対
策
審
議
会
□
□

を
削
り
□
□
及
び
小
児
慢
性
特
定
疾
病
審
査
会
□
を
□
□
小
児
慢
性
特
定
疾
病
審
査
会
及
び
が
ん
対
策

審
議
会
□
に
改
め
□
同
部
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

 
 

 

こ
ど
も
・
若
者
政
策
課 

 
 

一 

こ
ど
も
・
若
者
施
策
に
係
る
事
務
の
総
合
調
整
に
関
す
る
こ
と
□ 

 
 

二 

少
子
化
対
策
に
関
す
る
こ
と
□ 

 
 

三 

青
少
年
育
成
団
体
に
関
す
る
こ
と
□ 

 
 

四 

青
少
年
相
談
員
に
関
す
る
こ
と
□ 

 
 

五 

青
少
年
育
成
施
設
に
関
す
る
こ
と
□ 

 
 

六 

次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
□
平
成
十
五
年
法
律
第
百
二
十
号
□
□
子
ど
も
・
若
者
育
成
支

援
推
進
法
□
平
成
二
十
一
年
法
律
第
七
十
一
号
□
□
こ
ど
も
基
本
法
□
令
和
四
年
法
律
第
七
十
七

号
□
□
千
葉
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
□
昭
和
三
十
九
年
千
葉
県
条
例
第
六
十
四
号
□
等
の
施
行

に
関
す
る
こ
と
□ 

 
 

七 

青
少
年
問
題
協
議
会
に
関
す
る
こ
と
□ 

 
 

第
十
二
条
子
育
て
支
援
課
の
部
中
第
一
号
を
削
り
□
第
二
号
を
第
一
号
と
し
□
第
三
号
か
ら
第
八
号

ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
□
第
九
号
を
削
り
□
第
十
号
を
第
八
号
と
し
□
第
十
一
号
を
第
九
号
と

し
□
同
部
第
十
二
号
中
□
□
次
世
代
育
成
支
援
対
策
推
進
法
□
平
成
十
五
年
法
律
第
百
二
十
号
□
□
及

び
□
□
こ
ど
も
基
本
法
□
令
和
四
年
法
律
第
七
十
七
号
□
□
を
削
り
□
同
号
を
同
部
第
十
号
と
し
□
同

部
中
第
十
三
号
を
第
十
一
号
と
し
□
同
条
障
害
者
福
祉
推
進
課
の
部
第
四
号
中
□
平
成
二
十
五
年
法
律

第
六
十
五
号
□
□
の
下
に
□
□
手
話
に
関
す
る
施
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
□
令
和
七
年
法
律
第
七
十

八
号
□
□
高
次
脳
機
能
障
害
者
支
援
法
□
令
和
七
年
法
律
第
九
十
六
号
□
□
を
加
え
る
□ 

 
 

第
十
二
条
の
二
県
民
生
活
課
の
部
第
一
号
中
□
ボ
ラ
ン
テ
□
ア
活
動
□
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
等
□
を
□
県
民

活
動
□
に
□
□
総
合
対
策
並
び
に
関
係
機
関
と
の
連
携
及
び
関
係
部
課
と
の
連
絡
調
整
□
を
□
企
画
及

び
調
整
□
に
改
め
□
同
部
第
二
号
中
□
ボ
ラ
ン
テ
□
ア
活
動
□
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
等
□
を
□
県
民
活
動
□
に

改
め
□
同
部
第
四
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
削
る
□ 

 
 

第
十
三
条
経
営
支
援
課
の
部
第
五
号
中
□
設
備
導
入
資
金
及
び
□
を
削
り
□
同
部
第
七
号
中
□
□
小

規
模
企
業
の
事
業
活
動
の
活
性
化
の
た
め
の
中
小
企
業
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
□
平

成
二
十
五
年
法
律
第
五
十
七
号
□
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と

さ
れ
る
小
規
模
企
業
者
等
設
備
導
入
資
金
助
成
法
□
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
五
号
□
□
を
削
り
□

同
条
カ
□
ボ
ン
ニ
□
□
ト
ラ
ル
推
進
課
の
部
第
三
号
中
□
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
□
発
電
設
備
の
整

備
に
係
る
海
域
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
□
を
□
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
□
発
電
設
備
の
整
備

に
関
す
る
法
律
□
に
改
め
る
□ 

 
 

第
十
四
条
耕
地
課
の
部
第
十
三
号
中
□
等
の
□
を
□
□
地
す
べ
り
等
防
止
法
□
昭
和
三
十
三
年
法
律

第
三
十
号
□
主
た
る
部
分
が
耕
地
で
あ
る
区
域
に
限
る
□
□
等
の
□
に
改
め
□
同
条
森
林
課
の
部
第
十

八
号
中
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
五
十
三
号
□
□
の
下
に
□
□
地
す
べ
り
等
防
止
法
□
主
た
る
部
分
が

森
林
で
あ
る
区
域
に
限
る
□
□
□
を
加
え
る
□ 

 
 

第
十
五
条
用
地
課
の
部
第
六
号
中
□
政
策
企
画
課
□
を
□
産
業
拠
点
整
備
戦
略
課
□
に
改
め
□
同
条

河
川
整
備
課
の
部
第
六
号
及
び
第
七
号
を
削
り
□
同
部
第
八
号
中
□
砂
防
法
□
明
治
三
十
年
法
律
第
二

十
九
号
□
□
□
□
□
□
地
す
べ
り
等
防
止
法
□
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
三
十
号
□
耕
地
課
及
び
森
林
課

に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
□
□
□
及
び
□
□
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る

法
律
□
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
七
号
□
□
を
削
り
□
同
号
を
同
部
第
六
号
と
し
□
同
部
中
第
九
号

を
第
七
号
と
し
□
同
条
河
川
環
境
課
の
部
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
□
第
六
号
を
第
七
号
と
し
□
第
五

号
中
□
砂
防
法
□
の
下
に
□
□
明
治
三
十
年
法
律
第
二
十
九
号
□
□
を
加
え
□
□
河
川
法
□
を
□
地
す
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べ
り
等
防
止
法
□
耕
地
課
及
び
森
林
課
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除
く
□
□
□
河
川
法
□
に
改
め
□

□
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
□
の
下
に
□
□
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十

七
号
□
□
を
加
え
□
同
号
を
同
部
第
六
号
と
し
□
同
部
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
□ 

 
 

五 
地
す
べ
り
防
止
区
域
に
関
す
る
こ
と
□
耕
地
課
及
び
森
林
課
に
お
い
て
所
掌
す
る
も
の
を
除

く
□
□
□ 

 
 

第
十
四
条
公
園
緑
地
課
の
部
第
六
号
を
削
り
□
同
条
建
築
指
導
課
の
部
第
六
号
中
□
マ
ン
シ
□
ン
の

建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
□
を
□
マ
ン
シ
□
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
□
に
□

□
除
却
□
を
□
除
却
等
□
に
□
□
及
び
容
積
率
□
を
□
並
び
に
容
積
率
及
び
各
部
分
の
高
さ
□
に
改

め
□
同
条
住
宅
課
の
部
第
四
号
中
□
マ
ン
シ
□
ン
の
建
替
え
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
□
を
□
マ
ン

シ
□
ン
の
再
生
等
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
□
に
改
め
る
□ 

 
 

第
十
七
条
第
四
項
中
□
交
通
・
規
制
緩
和
担
当
部
長
□
を
□
産
業
拠
点
整
備
戦
略
担
当
部
長
及
び
国

際
・
交
通
担
当
部
長
□
に
□
□
を
□
環
境
生
活
部
に
生
活
安
全
・
有
害
鳥
獣
担
当
部
長
□
を
□
及
び
こ

ど
も
家
庭
担
当
部
長
□
に
改
め
□
同
条
第
五
項
中
□
及
び
こ
ど
も
家
庭
対
策
監
□
を
削
り
□
同
条
第
九

項
中
□
□
室
□
の
下
に
□
□
業
務
サ
ポ
□
ト
セ
ン
タ
□
□
を
加
え
る
□ 

 
 

第
三
十
七
条
の
九
第
二
項
中
□
の
種
別
割
□
を
削
る
□ 

第
三
十
八
条
の
三
第
二
項
管
理
課
の
部
第
四
号
□
課
税
第
一
課
の
部
及
び
課
税
第
二
課
の
部
第
二
号

中
□
の
種
別
割
□
を
削
り
□
同
部
第
三
号
中
□
環
境
性
能
割
に
係
る
徴
収
金
の
調
査
□
賦
課
□
更
正
□

決
定
及
び
納
税
義
務
の
免
除
□
を
□
課
税
事
務
に
係
る
電
子
計
算
処
理
□
に
改
め
□
同
部
第
四
号
か
ら

第
六
号
ま
で
を
削
り
□
同
条
第
三
項
第
三
号
中
□
の
種
別
割
□
を
削
る
□ 

 
 

第
四
十
条
第
二
項
地
域
福
祉
課
の
部
中
第
三
号
を
削
り
□
第
四
号
を
第
三
号
と
し
□
第
五
号
か
ら
第

十
五
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
□
同
条
第
五
項
中
□
第
六
号
及
び
第
七
号
□
を
□
第
五
号
及
び
第

六
号
□
に
改
め
る
□ 

 
 

第
四
十
三
条
第
一
項
の
表
中
央
児
童
相
談
所
の
項
中
□
庶
務
課
□
□
を
削
り
□
同
表
柏
児
童
相
談
所

の
項
中
□
庶
務
課
□
相
談
課
□
一
時
保
護
課
□
を
削
り
□
同
条
第
三
項
中
□
た
め
□
の
下
に
□
□
庶
務

第
一
課
□
庶
務
第
二
課
□
を
□
□
児
童
福
祉
第
二
課
□
の
下
に
□
□
児
童
福
祉
第
三
課
□
を
加
え
□

□
天
台
一
時
保
護
課
を
□
を
□
印
旛
一
時
保
護
課
を
□
に
改
め
□
同
項
児
童
福
祉
第
一
課
の
部
の
前
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

 
 

 

庶
務
第
一
課 

 
 

一 

習
志
野
市
□
市
原
市
及
び
八
千
代
市
の
区
域
に
係
る
前
項
庶
務
課
の
部
各
号
に
掲
げ
る
事
務 

 
 

 

庶
務
第
二
課 

 
 

一 

成
田
市
□
佐
倉
市
□
四
街
道
市
□
八
街
市
□
印
西
市
□
白
井
市
及
び
富
里
市
並
び
に
印
旛
郡
の

区
域
に
係
る
前
項
庶
務
課
の
部
各
号
に
掲
げ
る
事
務 

 
 

第
四
十
三
条
第
三
項
児
童
福
祉
第
一
課
の
部
第
一
号
中
□
習
志
野
市
□
□
及
び
□
及
び
八
千
代
市
□

を
削
り
□
同
項
児
童
福
祉
第
二
課
の
部
第
一
号
中
□
成
田
市
□
佐
倉
市
□
四
街
道
市
□
八
街
市
□
印
西

市
□
白
井
市
及
び
富
里
市
並
び
に
印
旛
郡
□
を
□
習
志
野
市
及
び
八
千
代
市
□
に
改
め
□
同
部
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

 
 

 

児
童
福
祉
第
三
課 

 
 

一 

成
田
市
□
佐
倉
市
□
四
街
道
市
□
八
街
市
□
印
西
市
□
白
井
市
及
び
富
里
市
並
び
に
印
旛
郡
の

区
域
に
係
る
前
項
児
童
福
祉
課
の
部
各
号
に
掲
げ
る
事
務 

 
 

第
四
十
三
条
第
三
項
天
台
一
時
保
護
課
の
部
中
□
天
台
一
時
保
護
課
□
を
□
印
旛
一
時
保
護
課
□
に

改
め
□
同
部
第
一
号
中
□
前
項
□
を
□
成
田
市
□
佐
倉
市
□
四
街
道
市
□
八
街
市
□
印
西
市
□
白
井
市

及
び
富
里
市
並
び
に
印
旛
郡
の
区
域
に
係
る
前
項
□
に
改
め
□
同
条
第
六
項
中
□
た
め
□
の
下
に
□
□

庶
務
第
一
課
□
庶
務
第
二
課
□
相
談
第
一
課
□
相
談
第
二
課
□
を
加
え
□
□
及
び
児
童
心
理
第
二
課
□

を
□
□
児
童
心
理
第
二
課
□
一
時
保
護
第
一
課
及
び
一
時
保
護
第
二
課
□
に
改
め
□
同
項
児
童
福
祉
第

一
課
の
部
の
前
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

 
 

 

庶
務
第
一
課 

 
 

一 

松
戸
市
の
区
域
に
係
る
第
二
項
庶
務
課
の
部
各
号
に
掲
げ
る
事
務 

 
 

 

庶
務
第
二
課 

 
 

一 

野
田
市
□
流
山
市
及
び
我
孫
子
市
の
区
域
に
係
る
第
二
項
庶
務
課
の
部
各
号
に
掲
げ
る
事
務 

 
 

 

相
談
第
一
課 

 
 

一 

松
戸
市
の
区
域
に
係
る
第
二
項
相
談
課
の
部
各
号
に
掲
げ
る
事
務 

 
 

 

相
談
第
二
課 

 
 

一 

野
田
市
□
流
山
市
及
び
我
孫
子
市
の
区
域
に
係
る
第
二
項
相
談
課
の
部
各
号
に
掲
げ
る
事
務 

 
 

第
四
十
三
条
第
六
項
児
童
心
理
第
二
課
の
部
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

 
 

 

一
時
保
護
第
一
課 

 
 

一 

松
戸
市
の
区
域
に
係
る
第
二
項
一
時
保
護
課
の
部
各
号
に
掲
げ
る
事
務 

 
 

 

一
時
保
護
第
二
課 

 
 

一 

野
田
市
□
流
山
市
及
び
我
孫
子
市
の
区
域
に
係
る
第
二
項
一
時
保
護
課
の
部
各
号
に
掲
げ
る
事

務 

 
 

第
五
十
一
条
の
十
六
第
一
項
の
表
銚
子
土
木
事
務
所
の
項
中
□
□
建
設
維
持
課
□
を
削
る
□ 

 
 

第
百
五
十
条
の
表
千
葉
県
国
土
利
用
計
画
地
方
審
議
会
の
項
中
□
政
策
企
画
課
□
を
□
産
業
拠
点
整

備
戦
略
課
□
に
改
め
□
同
表
中 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 

が
ん
対
策
審
議
会
の
項
を
削
り
□ 

 

千
葉
県
社
会
福
祉
審
議
会 

健
康
福
祉
政
策
課 

千
葉
県
医
療
審
議
会 

千
葉
県
社
会
福
祉
審
議
会 

健
康
福
祉
政
策
課 

千
葉
県
医
療
審
議
会 

千
葉
県
感
染
症
対
策
審
議
会 

 

に
改
め
□
千
葉
県 
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□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
□
千
葉
県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

□ 
 

 
 

 
 

 
 

 

青
少
年
問
題
協
議
会
の
項
を
削
る
□ 

第
二
条 

千
葉
県
組
織
規
程
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
□ 

 
 

第
四
十
二
条
の
表
中
央
児
童
相
談
所
の
項
中
□
他
の
児
童
相
談
所
の
所
管
区
域
に
属
さ
な
い
区
域
□

を
□
習
志
野
市
□
市
原
市
及
び
八
千
代
市
□
に
改
め
□
同
表
柏
児
童
相
談
所
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
□ 

印
旛
児
童
相
談
所 

 
 

印
西
市 

 

成
田
市
□
佐
倉
市
□
四
街
道
市
□
八
街
市
□
印
西
市
□

白
井
市
及
び
富
里
市
並
び
に
印
旛
郡 

 
 

第
四
十
三
条
第
一
項
の
表
中
央
児
童
相
談
所
の
項
中
□
一
時
保
護
課
□
を
□
庶
務
課
□
相
談
課
□
児

童
心
理
課
□
一
時
保
護
課
□
に
改
め
□
同
表
柏
児
童
相
談
所
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
□ 

印
旛
児
童
相
談
所 

 
 

庶
務
課
□
相
談
課
□
児
童
福
祉
課
□
児
童
心
理
課
□
一

時
保
護
課 

 
 

第
四
十
三
条
第
三
項
中
□
□
庶
務
第
一
課
□
庶
務
第
二
課
□
相
談
第
一
課
□
相
談
第
二
課
□
を
削

り
□
□
□
児
童
心
理
第
二
課
□
児
童
福
祉
第
三
課
□
児
童
心
理
第
一
課
□
児
童
心
理
第
二
課
及
び
印
旛

一
時
保
護
課
□
を
□
及
び
児
童
福
祉
第
二
課
□
に
改
め
□
同
項
庶
務
第
一
課
の
部
□
庶
務
第
二
課
の

部
□
相
談
第
一
課
の
部
□
相
談
第
二
課
の
部
□
児
童
福
祉
第
三
課
の
部
□
児
童
心
理
第
一
課
の
部
□
児

童
心
理
第
二
課
の
部
及
び
印
旛
一
時
保
護
課
の
部
を
削
る
□ 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
□
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
□
た
だ
し
□
第
二
条
の
改
正
規
定
は
□
同
月
二
十

日
か
ら
施
行
す
る
□ 

       

                                    

千
葉
県
感
染
症
対
策
審
議
会 

疾
病
対
策
課 

千
葉
県
指
定
難
病
審
査
会 

千
葉
県
小
児
慢
性
特
定
疾
病
審
査
会 

 

を 

千
葉
県
が
ん
対
策
審
議
会 

疾
病
対
策
課 

千
葉
県
指
定
難
病
審
査
会 

千
葉
県
小
児
慢
性
特
定
疾
病
審
査
会 

千
葉
県
青
少
年
問
題
協
議
会 

こ
ど
も
・
若
者
政
策
課 

 
 

 

購
読
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一
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一
二
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発 

行 
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千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 
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購
読
申
込
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〇
四
三
□
二
二
三
□
二
六
五
八 

 


